
年
金

税

福
祉

年
金
相
談
の
時
間
延
長
と

休
日
開
設
の
ご
案
内

県
内
の
社
会
保
険
事
務
所
の
年

金
相
談
窓
口
で
は
、
毎
週
月
曜
日

の
年
金
相
談
の
時
間
延
長
及
び
休

日
に
お
け
る
年
金
相
談
を
行
っ
て

い
ま
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

１

毎
週
月
曜
日
の
時
間
延
長

昨
年
の
１２
月
か
ら
毎
週
月
曜
日

は
、
年
金
相
談
を
午
後
７
時
ま
で

延
長
し
て
い
ま
す
。

（
注
）�

月
曜
日
が
祝
日
の
場
合

は
、
火
曜
日
と
な
り
ま
す
。

�

１
月
３１
日
（
月
）
及
び

２
月
２８
日
（
月
）
は
、
シ

ス
テ
ム
の
都
合
に
よ
り
時

間
延
長
で
き
ま
せ
ん
。
通

常
ど
お
り
、
午
後
５
時
ま

で
の
相
談
と
な
り
ま
す
。

２

休
日
開
庁
に
よ
る

年
金
相
談
の
実
施

２
月
１９
日
（
土
）

２
月
２０
日
（
日
）

３
月
１２
日
（
土
）

３
月
１３
日
（
日
）
は
、

社
会
保
険
事
務
所
を
開
庁
し
て
、

年
金
相
談
を
実
施
し
ま
す
。

相
談
時
間

午
前
８
時
３０
分
〜

午
後
５
時
ま
で

３

実
施
す
る
社
会
保
険
事
務
所

松
山
西
社
会
保
険
事
務
所

松
山
市
南
江
戸
３
�
４
�
８

�
９
２
５
�
５
１
０
５

松
山
東
社
会
保
険
事
務
所

松
山
市
朝
生
田
町１

�
１
�
２３

�
９
４
６
�
２
１
４
６

な
お
、
松
山
年
金
相
談
セ
ン
タ
ー

の
時
間
延
長
な
ど
は
、
実
施
し
ま

せ
ん
。

軽
自
動
車
な
ど
の

廃
車
・
名
義
変
更
は

３
月
３１
日
ま
で
に

軽
自
動
車
税
は
、
４
月
１
日
現

在
所
有
さ
れ
て
い
る
方
に
課
税
さ

れ
ま
す
。
廃
車
・
名
義
変
更
を
さ

れ
る
方
は
、
次
の
手
続
場
所
で
、

３
月
３１
日
（
木
）
ま
で
に
手
続
を

済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
軽
自
動
車
な
ど
を
持
っ

て
転
出
し
た
場
合
は
、
原
動
機
付

自
転
車
等
に
つ
い
て
は
転
出
先
市

町
村
へ
、
軽
二
輪
車
・
自
動
二
輪
・

軽
自
動
車
に
つ
い
て
は
次
の
手
続

場
所
（
県
外
に
転
出
し
て
い
る
場

合
は
当
該
都
道
府
県
の
陸
運
支
局

も
し
く
は
軽
自
動
車
検
査
協
会
）

で
住
所
変
更
の
手
続
を
お
願
い
し

ま
す
。

金
婚
者
の
お
祝
い
に
つ
い
て

松
前
町
で
は
、
金
婚
式
を
迎
え

ら
れ
る
ご
夫
婦
へ
の
お
祝
い
を
、

毎
年
４
月
に
行
わ
れ
る
各
校
区
の

老
人
ク
ラ
ブ
総
会
に
あ
わ
せ
て
行
っ

て
い
ま
す
。

結
婚
５０
周
年
を
迎
え
ら
れ
る
ご

夫
婦
は
、
各
校
区
の
老
人
ク
ラ
ブ

会
長
さ
ん
又
は
福
祉
課
高
齢
者
福

祉
係
ま
で
申
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

◎
該
当
者
は
、
町
内
在
住
で
結
婚

５０
年
目
の
ご
夫
婦
で
す
。

（
昭
和
３０
年
中
に
ご
結
婚
さ
れ

た
ご
夫
婦
）

◎
３
月
７
日
（
月
）
ま
で
に
申
し

出
て
く
だ
さ
い
。

松
前
校
区
会
長

合
田
則
康

�
９
８
４
�
２
２
３
６

北
伊
予
校
区
会
長

松
田

修

�
９
８
５
�
０
０
６
１

岡
田
校
区
会
長

郷
田
金
一
郎

�
９
８
４
�
０
８
８
４

役
場
福
祉
課
高
齢
者
福
祉
係

�
９
８
５
�
４
１
１
３

：平日時間延長日 ：休日開庁日

◆ 車種別の申告先 ◆

Information

持参するもの

＊印鑑（認印でよい。）
＊自賠責保険証書等
（車台番号・車名・排気量
の分かるもの）

＊ナンバープレート（廃車・
町外転出などの場合）

＊自動車検査証（２５０�以上の
場合）

＊印鑑（認印でよい。名義変
更の場合は、新使用者と新
旧所有者の印鑑。廃車の場
合は、検査証欄の使用者と
所有者の印鑑）

＊住民票（３か月以内のもの）
＊ナンバープレート（廃車・
県外転出などの場合）

＊自賠責保険証書

申告先

松前町役場税務課
町民税係

�９８５－４１１０

愛媛県陸運支局
�９５６－１５６２

軽自動車検査協会
愛媛事務所

�９７５－６７３０

車種

原動機付自転車
（５０�～１２５�）
農耕作業車
小型特殊自動車

軽二輪車
（１２５�～２５０�）
二輪の小型自動車
（２５０�超）

軽自動車

３ 月
土

５

１２

１９

２６

金

４

１１

１８

２５

木

３

１０

１７

２４

３１

水

２

９

１６

２３

３０

火

１

８

１５

２２

２９

月

７

１４

２１

２８

日

６

１３

２０

２７

２ 月
土

５

１２

１９

２６

金

４

１１

１８

２５

木

３

１０

１７

２４

水

２

９

１６

２３

火

１

８

１５

２２

月

７

１４

２１

２８

日

６

１３

２０

２７
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